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整理番号 事務所 募 管理番号 申告区分 

/ 
法人名 

法人番号 / 
事
年
 

業
度
 

令和 年
 
年
 

月
 
月
 

日から 

令和 日まで 

報酬給与額に 関す る 明細書（法第72条の2第1項鍵に掲Iヂる事業う 
、 弟4サ ノ 

役 員 又 は 使 用 人 に 対 す る 給 与 
事務所又は事業所 期 末 の 

給 与 の 額 備 考 
名 称 所 在 地 従業者数 

人 円 

小 計 ① 

加算又は減算 ② 

計＋ 

③ 

① 

② 

兆 ＋管 百万 

千 

円 

役員又は使用人の た めに支出する掛金4 事 

退職金共済制度に基づく掛金 
円
 1

 

適格年金返還金額のうち厚生年金基金への事業 
主払込相当額 

円 

確定給付企業年金に係る規約に基づく掛金又は 
保険料 

2 
適格年金返還金額のうち確定給付企業年金基金 

12 
への事業主払込相当額 

企業型年金規約に基づく事業主掛金 3 
適格年金返還金額のうち他の適格年金への事業 

13 
主払込相当額 

個人型年金規約に基づく掛金 4 
適格年金返還金額のうち特定退職金共済への事 

14 
業主払込相当額 

勤労者財産形成給付金契約に基づく信託金等 5 適格年金の要留保額移管の場合における資産価 
15 

額相当額 

勤労者財産形成基金契約に基づく信託金等 6 
適格年金返還金額のうち企業型年金の個人別管 

16 
理資産への事業主払込相当額 

厚生年金基金の事業主負担の掛金及び徴収金 
8 -9 

7 
適格年金返還金額のうち企業型年金の過去勤務 

17 
債務等に充てる事業主払込相当額 

事業主として負担する掛金及び負担金の 
総額 

8 小 計 11+12+13+14+15+16+17 ⑤ 
兆 ＋僧 百万 

千 

円 一 

代行相当部分 9 

~ 
一 

一 
一 

一 
一 

一 
一 

適格退職年金契約に基づく掛金及び保険料 10 

小 計 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +10 ④ 
兆 ＋管 百万 千

 

円 

「 計（④一 ⑤） ⑥ 
兆 ＋管 百万 千

 
円
 

血
且
 に

 
労倒 達

 
り
 

民i 等
 

係
 
る金額の計算 

労働者派遣等を受け】 た法 

人 

労働者派遺等を1J た 法メ 

派遺元に支払う金額の合計 － Iヲ、 
別表5の3の2① 、」ノ 

兆 ＋伯 百万 千
 

円
 派遺労働者等に支払う報酬給与額の合計－ Iてi、

 別表5の3の2②
 
wノ 

兆 ＋僧 百万 

千 

円
 

⑦×希 ⑧
 

派遺先から支払を受ける金額の合計 
－ 
Il,
 別表5の3の2③

 
叱’
グ 

一 一 一 

⑨―、⑩×需ノ ⑩ 
報酬給与額の計算 

（③＋⑥＋⑧＋⑩） 呈三’ノ 

兆 ＋管 百万 

千 

「J 

，東京都主税局 （つ 22120-285 

区
分

兆 十億 百万 千 円

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8
兆 十億 百万 千 円

9

10

兆 十億 百万 千 円 兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円 兆 十億 百万 千 円

×

兆 十億 百万 千 円

に掲げる事業

第１号

第４号
・

第３号
・

法第72条の２第１項

④小　計 １＋２＋３＋４＋５＋６＋７＋10
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労 働 者 派 遣 等 を 受 け た 法 人 労 働 者 派 遣 等 を し た 法 人

事業主として負担する掛金及び負担金の
総額

代行相当部分

適格退職年金契約に基づく掛金及び保険料

⑦

小　計　     11＋12＋13＋14＋15＋16＋17 ⑤

⑧

⑥計（④－⑤）

勤労者財産形成基金契約に基づく信託金等

厚生年金基金の事業主負担の掛金及び徴収金
　　　　　　　　　　　　 　　　　　 ８－９

役 員 又 は 使 用 人 の た め に 支 出 す る 掛 金 等

退職金共済制度に基づく掛金

企業型年金規約に基づく事業主掛金

報酬給与額の計算
　　　　　　　　　　（③＋⑥＋⑧＋⑪） ⑫

派遣元に支払う金額の合計
　　　　　　　　　　　別表５の３の２① ⑦ ⑨

⑩

労 働 者 派 遣 等 に 係 る 金 額 の 計 算

75
100

75
100 ⑪

派遣先から支払を受ける金額の合計
　　　　　　　　　　　別表５の３の２③

派遣労働者等に支払う報酬給与額の合計
　　　　　　　　　　　別表５の３の２②

⑨－  ⑩×

個人型年金規約に基づく掛金

勤労者財産形成給付金契約に基づく信託金等

円適格年金返還金額のうち厚生年金基金への事業
主払込相当額

適格年金返還金額のうち確定給付企業年金基金
への事業主払込相当額

適格年金返還金額のうち他の適格年金への事業
主払込相当額

適格年金返還金額のうち特定退職金共済への事
業主払込相当額

適格年金の要留保額移管の場合における資産価
額相当額

円

適格年金返還金額のうち企業型年金の個人別管
理資産への事業主払込相当額

適格年金返還金額のうち企業型年金の過去勤務
債務等に充てる事業主払込相当額

確定給付企業年金に係る規約に基づく掛金又は
保険料

22120-285

　　　　　　　　　　　　　　　円

加 算 又 は 減 算 ②

小　　   　　計 ①

計
（①＋②） ③

役  員  又  は  使  用  人  に  対  す  る  給  与
事 務 所 又 は 事 業 所

名　　称 所　　　　　在　　　　　地
備　　　　　　考

期 末 の
従 業 者 数

給　  与 　 の 　 額

　　人

都・法


